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規 則  

 

 横 浜 市 市 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る

。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

横 浜 市 規 則 第 ８ 号  

   横 浜 市 市 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 横 浜 市 市 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 25 年 12 月 横 浜 市 規 則 第 80 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 18 条 の ３ 第 １ 項 第 ２ 号 イ 中 「 第 ６ 条 第 16 項 」 を 「 第 ６ 条 第 18 項

」 に 改 め る 。  

 別 表 中 「 税 額 決 定 ・ 納 税 通 知 書 （ 市 民 税 分 ） 」 を 「 税 額 決 定 ・ 納

税 通 知 書 （ 市 民 税 ・ 県 民 税 ・ 森 林 環 境 税 分 ） 」 に 、 「 市 税 減 免 申 請

書 」 を 「 市 税 等 減 免 申 請 書 」 に 、 「 市 税 減 免 許 可 通 知 書 」 を 「 市 税

等 減 免 許 可 通 知 書 」 に 、 「 市 税 減 免 不 許 可 通 知 書 」 を 「 市 税 等 減 免

不 許 可 通 知 書 」 に 、 「 市 民 税 ・ 県 民 税 特 別 徴 収 税 額 通 知 書 」 を 「 市

民 税 ・ 県 民 税 ・ 森 林 環 境 税 特 別 徴 収 税 額 の 決 定 ・ 変 更 通 知 書 」 に 、

「 市 民 税 ・ 県 民 税 納 入 申 告 書 （ 納 期 の 特 例 分 ） 」 を 「 市 民 税 ・ 県 民

税 ・ 森 林 環 境 税 納 入 申 告 書 （ 納 期 の 特 例 分 ） 」 に 、 「 市 民 税 ・ 県 民

税 特 別 徴 収 税 額 の 納 期 」 を 「 市 民 税 ・ 県 民 税 ・ 森 林 環 境 税 特 別 徴 収

税 額 の 納 期 」 に 、 「 市 民 税 ・ 県 民 税 税 額 変 更 通 知 書 」 を 「 市 民 税 ・

県 民 税 ・ 森 林 環 境 税 税 額 変 更 通 知 書 」 に 改 め る 。  

 第 ６ 号 様 式 （ そ の １ ） 中  

「  

 

 

                 」  

を  

「  

 

 

                     」    

に 、  

「 御 覧 く だ さ い 」 を 「 ご 覧 く だ さ い 」 に 、 「 ※ 充 当 後 納 付 税 額 」 を

「 ※ 充 当 又 は 委 託 納 付 後 納 付 税 額 」 に 、  

「   

                  

                  」  
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を  

「  

 

                  」  

に 、  

「        

 

 

 

     」   

を  

「  

  

 

 

        」  

に 改 め 、 同 様 式 備 考 １ 中 「 県 民 税 」 の 次 に 「 及 び 森 林 環 境 税 」 を 加

え る 。  

 第 ６ 号 様 式 （ そ の ２ ） を 次 の よ う に 改 め る 。  
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の
様
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、
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収
の
方
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よ
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得
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額
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等
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得
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年
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か
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収
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③
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（円
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円
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書
は
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扱
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ま

で
に

、
　

　
　

か
ら

第
４

期
ま

で
の

全
額

を
納

付
す

る
場

合
に

お
使

い
く

だ
さ

い
。

納
付

税
額

円
円

円
円

充
当

又
は

委
託

納
付

額
円

31

充
当

又
は

委
託

納
付
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収
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税
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控
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金
税

額
控
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期
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控

除
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控
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林
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境
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税
額

控
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（う
ち
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居
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県
民
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)
年
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勤
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配

偶
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）
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①
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控
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控
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控
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控
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控
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控
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度
区

税
目

課
区

区
分

税
目

課
区

区
分

期
(月

)
冊

　　
　番

C/
D

＊
種

別
年

度
区

19
20

6
7

8
9

10
11

内
訳

雑
譲

渡
・一

時
総

所
得

（円
）

12
13

様
営

業
等

農
業

不
動

産
種

別
年

度
C/

D

所
得

の
利

子
配

当
給

与
1

2
3

4
5

区
税

目
課

区
区

分
期

(月
)

冊
　　

　番
14

15

横浜
市会

計管
理者

RE
SI

DE
NT

  T
AX

 
BI

LL

納 税 者 氏 名

納 税 者 氏 名

FO
RE

ST
 E

NV
IR

O
NM

EN
T 

TA
X

整
理

番
号

－

次
の

税
額

を
納

期
限

ま
で

に
納

付
し

て
く

だ
さ

い
。

年
月

日
横

浜
市

納 税 者 住 所 ・ 氏 名

税
額

決
定

・
納

税
通

知
書

振
替

口
座

番
号

加
入

者
名

振
替

口
座

番
号

加
入

者
名

00
26

0-
2-

96
00

93
横浜

市会
計管

理者
00

26
0-

2-
96

00
93

区
長

印
様

様

市
民

税
・県

民
税

・森
林

環
境

税
市

民
税

・県
民

税
・森

林
環

境
税

税
率

、
納

付
場

所
等

は
裏

面
を

ご
覧

くだ
さ

い
。

電
算

パ
ン

チ
公

公
原

　　
　　

　　
符

納
付

書
兼

納
付

済
通

知
書

年
度

　
　

市
民

税
・県

民
税

・森
林

環
境

税
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 第 10 号 様 式 （ そ の １ ） 備 考 １ 中 「 個 人 市 民 税 ・ 県 民 税 」 を 「 個 人

の 市 民 税 ・ 県 民 税 及 び 森 林 環 境 税 」 に 改 め 、 同 様 式 備 考 ２ (1) 中 「 県

民 税 」 の 次 に 「 及 び 森 林 環 境 税 」 を 加 え る 。  

 第 10 号 様 式 （ そ の ２ ） 備 考 １ (1) 中 「 県 民 税 」 の 次 に 「 及 び 森 林 環

境 税 」 を 加 え 、 同 様 式 備 考 １ (2) 中 「 県 民 税 」 の 次 に 「 及 び 森 林 環 境

税 」 を 加 え 、 「 及 び 軽 自 動 車 税 」 を 「 並 び に 軽 自 動 車 税 」 に 、 「 当

該 市 税 」 を 「 当 該 市 税 等 」 に 改 め 、 同 様 式 備 考 １ (3) 及 び (4) 中 「 及 び

」 の 次 に 「 森 林 環 境 税 （ 普 通 徴 収 ） 並 び に 」 を 加 え 、 同 様 式 備 考 １

(5) 及 び ２ (1) 中 「 県 民 税 」 の 次 に 「 及 び 森 林 環 境 税 」 を 加 え る 。  

 第 10 号 様 式 （ そ の ４ ） 中  

「  

 

           」  

を  

「  

  

            」  

に 、  

「  

  

              」  

を  

「  

  

 

              」  

に 、  

「  

  

              」  

を  

「  

  

              」  

に 改 め 、 同 様 式 備 考 １ 中 「 県 民 税 」 の 次 に 「 及 び 森 林 環 境 税 」 を 加

え る 。  

 第 12 号 様 式 （ そ の １ ） 備 考 １ 、 第 12 号 様 式 （ そ の ４ ） 備 考 １ 及 び

第 12 号 様 式 （ そ の ８ ） 備 考 １ 中 「 県 民 税 」 の 次 に 「 及 び 森 林 環 境 税

」 を 加 え る 。  

 第 13 号 様 式 （ そ の １ ） か ら 第 13 号 様 式 （ そ の ３ ） ま で の 規 定 中 「
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を  

を  に 、  

県 民 税 」 の 次 に 「 ・ 森 林 環 境 税 」 を 加 え る 。  

 第 15 号 様 式 （ そ の １ ） 備 考 １ 、 第 15 号 様 式 （ そ の ２ ） 備 考 １ 、 第

15 号 様 式 （ そ の ３ ） 備 考 １ 、 第 15 号 様 式 （ そ の ４ ） 備 考 １ 及 び 第 15

号 様 式 （ そ の ５ ） 備 考 １ 中 「 県 民 税 」 の 次 に 「 及 び 森 林 環 境 税 」 を

加 え る 。  

 第 15 号 様 式 （ そ の ６ ） を 削 る 。  

 第 19 号 様 式 備 考 １ 中 「 県 民 税 」 の 次 に 「 及 び 森 林 環 境 税 」 を 加 え

、 「 充 当 し た 」 を 「 充 当 し 、 若 し く は 委 託 納 付 し た 」 に 改 め 、 同 様

式 備 考 中 ２ 及 び ３ を 削 り 、 ４ を ２ と す る 。  

 第 24 号 様 式 中 「 市 税 減 免 申 請 書 」 を 「 市 税 等 減 免 申 請 書 」 に 、 「

市 税 の 」 を 「 市 税 等 の 」 に 改 め 、 同 様 式 注 意 に 次 の よ う に 加 え る 。  

      ４  個 人 の 市 民 税 ・ 県 民 税 に 係 る 申 請 の 場 合 は 、 森 林  

       環 境 税 に 係 る 申 請 を 兼 ね る も の と し ま す 。  

 第 25 号 様 式 中 「 市 税 減 免 許 可 通 知 書 」 を 「 市 税 等 減 免 許 可 通 知 書

」 に 改 め る 。  

 第 26 号 様 式 中 「 市 税 減 免 不 許 可 通 知 書 」 を 「 市 税 等 減 免 不 許 可 通

知 書 」 に 改 め る 。  

 第 27 号 様 式 備 考 中 「 県 民 税 」 の 次 に 「 、 森 林 環 境 税 」 を 加 え る 。  

 第 42 号 様 式 （ そ の １ ） 表 面 中  

「       「  

     」       」   

「        「  

 

               

      」        」  

「  

 

 

 

 

 

 

 

             

               」  

を  

 

 

 

 

に 、  
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「  

 

 

 

 

 

 

 

               」  

に 改 め 、  

「  

  

           

          」  

を 削 り 、 同 様 式 裏 面 中    

「  

  

 

 

 

                      」  

を 削 り 、 「 ７  寄 附 金 税 額 控 除 」 を 「 ６  寄 附 金 税 額 控 除 」 に 、 「

８  所 得 金 額 調 整 控 除 に 関 す る 事 項 」 を 「 ７  所 得 金 額 調 整 控 除 に

関 す る 事 項 」 に 、 「 給 与 等 の 収 入 金 額 」 を 「 給 与 収 入 金 額 」 に 改 め

る 。  

 第 47 号 様 式 （ そ の ５ ） 中 「 市 民 税 ・ 県 民 税  特 別 徴 収 税 額 通 知 書

（ 特 別 徴 収 義 務 者 用 ） 」 を 「 市 民 税 ・ 県 民 税 ・ 森 林 環 境 税  特 別 徴

収 税 額 の 決 定 ・ 変 更 通 知 書 （ 特 別 徴 収 義 務 者 用 ） 」 に 、  

「  

 

 

 

                 」  

を  

「  

 

 

 

                 」  

に 改 め 、 同 様 式 備 考 １ 中 「 ５ 月 31 日 ま で に 」 を 削 り 、 「 及 び 県 民 税
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」 を 「 、 県 民 税 及 び 森 林 環 境 税 」 に 改 め る 。  

 第 47 号 様 式 （ そ の ６ ） 及 び 第 47 号 様 式 （ そ の ７ ） を 次 の よ う に 改

め る 。  

第 47 号 様 式 （ そ の ６ ） 及 び 第 47 号 様 式 （ そ の ７ ）  削 除  

 第 47 号 様 式 （ そ の ８ ） を 次 の よ う に 改 め る 。  
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 第 48 号 様 式 の ２ 中  

「  

  

            」  

を  

「  

  

             」  

に 、 「 〔 備 考 〕 」 を 「 （ 備 考 ） 」 に 改 め る 。  

 第 48 号 様 式 の ３ か ら 第 48 号 様 式 の ５ ま で の 規 定 中 「 県 民 税 」 の 次

に 「 ・ 森 林 環 境 税 」 を 加 え る 。  

 第 48 号 様 式 の ６ 中 「 県 民 税 」 の 次 に 「 ・ 森 林 環 境 税 」 を 加 え 、 「

第 48 条 の ９ の ９ 第 ３ 項 」 を 「 第 48 条 の ９ の 10 第 ３ 項 」 に 改 め る 。  

 第 48 号 様 式 の ７ 中 「 県 民 税 」 の 次 に 「 ・ 森 林 環 境 税 」 を 加 え る 。  

 第 51 号 様 式 （ そ の １ ） を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第
5
1号

様
式
(
そ
の
１
) 

                            (
注
意
)
 
黒
色
の
太
枠
内
の
事
項
に
つ

い
て
は
、
年
税
額
に
異
動
が
な
い
場
合
は
記
載
を
省
略
し
て
い
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A
4
) 

(
備
考
) 

 
1
 
こ
の
様
式
は
、
市
民
税
・
県
民
税
・
森
林
環
境
税
の
普
通
徴
収
税
額
を
変
更
し
た
場
合
の
納
税
者
へ
の
通
知
書
で
あ
る
。
 

 
2
 
様
式
の
下
欄
に
は
、
教
示
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

控
除

額

(万
円

）
(万

円
）

基
 　

礎

控
除

額

(万
円

）

扶
養

控
除

額

(万
円

）

配
偶

者
特

別
控

除
額

森
林

環
境

税
額

指
定

番
号

宛
名

番
号

年
度

分
）

仮
特

別
徴

収
税

額
（
仮

徴
収

）

普 通 徴 収 税 額

区
　

分

印

均
等

割
額

計
税

額
控

除
等

差
引

所
得

割
額

均
等

割
額

計

次
の

と
お

り
市

民
税

・
県

民
税

・
森

林
環

境
税

の
税

額
を

変
更

し
ま

し
た

市
民

税
(円

)
県

民
税

(円
)

増
・
（
-
）
減

区
　

　
分

特 別 徴 収 税 額

公 的 年 金 か ら の

区
　

分

(変
更

理
由

)

市
　

民
　

税

県
　

民
　

税

月
日

横
浜

市
区

長

冊
番

　
　

増
・
(-

)減

変
 更

 後

(円
)

変
更

後
の

税
額

控
除

等
の

内
訳

変
　

更
　

後

変
　

更
　

前

年
　

税
　

額
給

与
か

ら
の

特
別

徴
収

税
額

月
随

時
第

１
期

(円
)

第
２

期
第

３
期

第
４

期

寄
附

金
税

額
控

除
額

外
国

税
額

控
除

額
調

整
控

除
額

配
当

控
除

額
住

宅
借

入
金

等

特
別

税
額

控
除

額

配
当

割
額

及
び

株
式

等

譲
渡

所
得

割
額

控
除

額
所

得
割

の
調

整
額

  
◎

所
得

割
か

ら
控

除
し

き
れ

な
か

っ
た

配
当

割
額

及
び

株
式

等
譲

渡
所

得
割

額
控

除
額

（
控

除
不

足
額

）
は

円
で

す
。

増
・
（
-
）
減

整
理

番
号

決
議

書
番

号

の
で

通
知

い
た

し
ま

す
。

年

住 所 ・ 氏 名

賦 課 期 日

変
更

後

送 付 先 住 所 ・ 氏 名

徴
　

収
　

月
年

４
月

年
６

月
年

８
月

変
 更

 前

増
・
(-

)減

変
 更

 後

変
更

前

雑
損

控
除

額
医

療
費

控
除

額

区
分

(円
)

(円
)

(円
)

(円
)

(円
)

変
　

更
　

後

(円
)

変
　

更
　

前

(円
)

(円
)

(円
)

(円
)

(円
)

(円
)

年
２

月
年

４
月

徴
収

税
額

合
計

　
　

(円
)

税
額

控
除

等
差

引
所

得
割

額

年
1
0
月

年
1
2
月

特
別

徴
収

税
額

（
本

徴
収

）

(円
)

月
随

時
(円

)
年

度
月

随
時

(円
)

(円
)

(円
)

年
度

年
度

年
度

仮
特

別
徴

収
税

額
公

的
年

金
か

ら
の

特
別

変
 更

 前

課
税

所
得

金
額

（
課

税
標

準
額

）

総
所

得
・
山

林
所

得
分

分
離

（
事

業
・
雑

・
譲

渡
等

）
分

区
　

　
分

（
円

）

控
除

額
等

掛
金

控
除

額
控

除
額

生
命

保
険

料

（
円

）
（
円

）
（
円

）
（
円

）
（
円

）

（
（

））

）

小
規

模
企

業
共

済

（

様
区

分

社
会

保
険

料

特
別

そ
の

他
特

別
（

う
ち

同
居

）

変
更

前
（

）

変
更

後

年
度

（

勤 労 学 生
老

人
そ

の
他

特
定

老
人

（

控
除

対
象

配
偶

者
扶

養
親

族
数

未 成 年 者

う
ち

同
居

）
1
6
歳

未
満

そ
の

他

寡 　 婦

本
人

障
害

扶
養

障
害

そ
の

他

ひ と り 親

市
民

税
・
県

民
税

・
森

林
環

境
税

　
税

額
変

更
通

知
書

公
的

年
金

か
ら

の

特
別

徴
収

税
額

給
与

所
得

控
除

・
所

得
金

額
調

整
控

除
後

の
金

額

（
他

所
得

合
算

に
よ

る
総

所
得

金
額

等
）

（
円

）

 勤
労

学
生

控
除

額

障
害

者
・
寡

婦
・
ひ

と
り

親
・

（
円

）

給
与

支
払

金
額

(万
円

）

地
震

保
険

料

控
除

額

（
円

）

計

年
6
・
8
月

(円
)

普
通

徴
収

税
額

配
偶

者



                     横 浜 市 報  定期第 160 号 令和６年３月５日 

13 

 第 51 号 様 式 （ そ の ２ ） 中  

「             

 

            」  

を  

「  

 

 

               」  

に 、  

「 御 覧 く だ さ い 」 を 「 ご 覧 く だ さ い 」 に 、   

「  

 

 

 

                         」  

を  

「  

 

 

 

 

                         」  

に 、  

「           」 を  

「           」 に 、  

「             「  

            を              に 、  

           」              」  

「               」 を  

「               」 に 改 め 、 同 様 式 備 考 １ 中 「 県 民

税 」 の 次 に 「 及 び 森 林 環 境 税 」 を 加 え る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 18 条 の ３ 第 １

項 第 ２ 号 イ の 改 正 規 定 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 市 税 条

例 施 行 規 則 （ 以 下 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） 第 24 号 様 式 か ら 第 26 号 様

式 ま で 、 第 48 号 様 式 の ２ 、 第 48 号 様 式 の ３ 及 び 第 48 号 様 式 の ７ の
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規 定 に よ り 作 成 さ れ て い る 様 式 書 類 は 、 な お 当 分 の 間 、 適 宜 修 正

の 上 使 用 す る こ と が で き る 。  

３  こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 市 税 条 例 施 行 規 則 （ 以 下 「 新 規

則 」 と い う 。 ） 第 ６ 号 様 式 （ そ の １ ） 、 第 ６ 号 様 式 （ そ の ２ ） 、

第 10 号 様 式 （ そ の ４ ） 、 第 13 号 様 式 （ そ の １ ） か ら 第 13 号 様 式 （

そ の ３ ） ま で 、 第 24 号 様 式 、 第 42 号 様 式 （ そ の １ ） 、 第 47 号 様 式

（ そ の ５ ） 、 第 47 号 様 式 （ そ の ８ ） 、 第 48 号 様 式 の ２ か ら 第 48 号

様 式 の ７ ま で 、 第 51 号 様 式 （ そ の １ ） 及 び 第 51 号 様 式 （ そ の ２ ）

の 規 定 は 、 令 和 ６ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 及 び 県 民 税 に

つ い て 適 用 し 、 令 和 ５ 年 度 分 ま で の 個 人 の 市 民 税 及 び 県 民 税 に つ

い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

４  新 規 則 第 47 号 様 式 （ そ の ６ ） 及 び 第 47 号 様 式 （ そ の ７ ） の 規 定

に か か わ ら ず 、 令 和 ５ 年 度 分 ま で の 個 人 の 市 民 税 及 び 県 民 税 に つ

い て は 旧 規 則 第 47 号 様 式 （ そ の ６ ） 及 び 第 47 号 様 式 （ そ の ７ ） の

規 定 を 適 用 す る 。  
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告 示  

 

横 浜 市 告 示 第 58 号  

   公 印 の 廃 止  

 次 の と お り 公 印 を 廃 止 す る 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

  公 印 の 名 称  
廃 止 年 月

日  
印    影  

横 浜 市 上 大 岡 東 保 育

園 長 印  

令 和 ６ 年  

４ 月 １ 日  

  

    
（ 方 21 ミ リ メ ー ト ル ）  

横 浜 市 釜 利 谷 保 育 園

長 印  

令 和 ６ 年  

４ 月 １ 日  

  

    
（ 方 21 ミ リ メ ー ト ル ）  
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横 浜 市 告 示 第 59 号  

   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ５ 号 ） ほ か 19 件  

   の 要 領 公 表  

 令 和 ６ 年 ２ 月 20 日 の 市 議 会 に お い て 議 決 を 得 た 令 和 ５ 年 度 横 浜 市  

一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ５ 号 ） ほ か 19 件 の 要 領 を 、 別 冊 の と お り 公 表

す る 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  
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横 浜 市 告 示 第 60 号  

   横 浜 市 市 税 条 例 に 基 づ く 控 除 対 象 寄 附 金 の 告 示 内 容 の 変  

   更  

 横 浜 市 市 税 条 例 （ 昭 和 25 年 ８ 月 横 浜 市 条 例 第 34 号 ） 第 29 条 の ４ の

３ の 規 定 に よ る 控 除 対 象 寄 附 金 に つ い て 、 そ の 告 示 し た 内 容 に 次 の

と お り 変 更 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 横 浜 市 市 税 条 例 に 基 づ く 控 除 対 象 寄 附 金 の 指 定 （ 平 成 25 年 ４ 月 横

浜 市 告 示 第  167 号 ） に よ り 告 示 し た 内 容 の 変 更  

変 更 年 月

日  

法 人 又 は 団 体 の

名 称  

主 た る 事 務 所

又 は 事 業 所 の

所 在 地  

寄 附 金 税 額 控 除 の 対

象 と な る 日 又 は 期 間  

令 和 ６ 年  

１ 月 31 日  

特 定 非 営 利 活 動

法 人 つ づ き 区 民

交 流 協 会  

都 筑 区 茅 ケ 崎

中 央 29 番 ５ 号  

(新) 平 成 25 年 ２ 月 １ 日

か ら 令 和 10 年 12 月 10

日 ま で  

(旧) 平 成 25 年 ２ 月 １ 日

か ら 平 成 35 年 12 月 10

日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第 61 号  

   固 定 資 産 税 （ 土 地 ・ 家 屋 ） に 係 る 価 格 等 縦 覧 帳 簿 の 縦 覧  

 令 和 ６ 年 度 の 土 地 価 格 等 縦 覧 帳 簿 及 び 家 屋 価 格 等 縦 覧 帳 簿 を 、 次  

の と お り 納 税 者 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  縦 覧 に 供 す る 価 格 等 縦 覧 帳 簿  

 (1)  土 地 価 格 等 縦 覧 帳 簿  

 (2)  家 屋 価 格 等 縦 覧 帳 簿  

２  縦 覧 期 間  

  令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ６ 年 ４ 月 30 日 ま で （ た だ し 、 土 曜 日

、 日 曜 日 及 び 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 23 年 法 律 第  178 号 ）

に 規 定 す る 休 日 を 除 く 。） 

３  縦 覧 時 間  

  午 前 ８ 時 45 分 か ら 午 後 ５ 時 ま で  

４  縦 覧 場 所  

土 地 及 び 家 屋 の 所 在 地      縦 覧 に 供 す る 場 所  

鶴 見 区 の 区 域  横 浜 市 鶴 見 区 役 所 総 務 部 税 務 課  

神 奈 川 区 の 区 域  横 浜 市 神 奈 川 区 役 所 総 務 部 税 務 課  

西 区 の 区 域  横 浜 市 西 区 役 所 総 務 部 税 務 課  

中 区 の 区 域  横 浜 市 中 区 役 所 総 務 部 税 務 課  

南 区 の 区 域  横 浜 市 南 区 役 所 総 務 部 税 務 課  

港 南 区 の 区 域  横 浜 市 港 南 区 役 所 総 務 部 税 務 課  

保 土 ケ 谷 区 の 区 域  横 浜 市 保 土 ケ 谷 区 役 所 総 務 部 税 務 課  

旭 区 の 区 域  横 浜 市 旭 区 役 所 総 務 部 税 務 課  

磯 子 区 の 区 域  横 浜 市 磯 子 区 役 所 総 務 部 税 務 課  

金 沢 区 の 区 域  横 浜 市 金 沢 区 役 所 総 務 部 税 務 課  

港 北 区 の 区 域  横 浜 市 港 北 区 役 所 総 務 部 税 務 課  

緑 区 の 区 域  横 浜 市 緑 区 役 所 総 務 部 税 務 課  

青 葉 区 の 区 域  横 浜 市 青 葉 区 役 所 総 務 部 税 務 課  

都 筑 区 の 区 域  横 浜 市 都 筑 区 役 所 総 務 部 税 務 課  

戸 塚 区 の 区 域  横 浜 市 戸 塚 区 役 所 総 務 部 税 務 課  

栄 区 の 区 域  横 浜 市 栄 区 役 所 総 務 部 税 務 課  

泉 区 の 区 域  横 浜 市 泉 区 役 所 総 務 部 税 務 課  

瀬 谷 区 の 区 域  横 浜 市 瀬 谷 区 役 所 総 務 部 税 務 課  
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横 浜 市 告 示 第 62 号  

   泉 区 に お け る 町 区 域 の 設 定 及 び 字 区 域 の 廃 止  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 別 図 の と お り 泉 区 に お い て 町 区 域 を 設 定 し 、 及 び 字 区 域 を 廃 止

す る 。  

 な お 、 こ の 町 区 域 の 設 定 及 び 字 区 域 の 廃 止 の 効 力 は 、 土 地 区 画 整

理 法 （ 昭 和 29 年 法 律 第  119 号 ） 第  103 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 換 地 処

分 の 公 告 が あ っ た 日 の 翌 日 か ら 生 ず る も の と す る 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  
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泉区における町区域の設定及び字区域の廃止図 別図
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横 浜 市 告 示 第 63 号  

   「 横 浜 版 接 続 期 カ リ キ ュ ラ ム  実 践 事 例 集  第 ９ 集 」 売  

   払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 横 浜 版 接 続 期 カ リ キ ュ ラ ム  実 践 事 例 集  第 ９ 集 」 売 払

代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第 64 号  

   指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の 指 定  

 介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第  123 号 ） 第 70 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

事 業 者 の 名

称  

事 業 所 の 名

称  

事 業 所 の 所

在 地  

指 定 年 月

日  

サ ー ビ ス の

種 類  

株 式 会 社 木

下 の 介 護  

リ ア ン レ ー

ヴ 港 南 台  

港 南 区 日 野

八 丁 目 10 番

17 号  

令 和 ６ 年

３ 月 １ 日  

特 定 施 設 入

居 者 生 活 介

護  
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横 浜 市 告 示 第 65 号  

   指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の 指 定  

 介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第  123 号 ） 第 70 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

事 業 者 の 名

称  

事 業 所 の 名

称  

事 業 所 の 所

在 地  

指 定 年 月

日  

サ ー ビ ス の

種 類  

株 式 会 社 木

下 の 介 護  

リ ア ン レ ー

ヴ 緑 園 都 市  

泉 区 新 橋 町

53 番 地 の ３  

令 和 ６ 年

３ 月 １ 日  

特 定 施 設 入

居 者 生 活 介

護  
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横 浜 市 告 示 第 66 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 下 水 道 の 変 更  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 下 水

道 を 次 の と お り 変 更 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 下 水 道  

  横 浜 公 共 下 水 道  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

 (1)  追 加 す る 部 分  

   な し  

 (2)  削 除 す る 部 分  

   金 沢 区 幸 浦 二 丁 目 地 内  

 (3)  変 更 す る 部 分  

   な し  
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公 告  

 

横 浜 市 公 告 第  113 号  

   ス ポ ー ツ 施 設 の 指 定 管 理 者 の 指 定  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  244 条 の ２ 第 ６ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 ス ポ ー ツ 施 設 の 指 定 管 理 者 と し て 、 次 の 者 を 指 定 し た 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 名  称      指 定 管 理 者      指 定 の 期 間  

 所 在 地  名  称  

横 浜 市 港 南

プ ー ル 、 横

浜 市 保 土 ケ

谷 プ ー ル 及

び 横 浜 市 金

沢 プ ー ル  

中 区 日 本 大

通 52 番 地  

横 浜 ウ ォ ー タ ー プ

ロ モ ー シ ョ ン  

代 表 者  

国 際 ビ ル サ ー ビ ス

株 式 会 社  

代 表 取 締 役 社 長  

 鳥  谷  尚  道  

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 11 年 ３ 月

31 日 ま で  

横 浜 市 旭 プ

ー ル 及 び 横

浜 市 都 筑 プ

ー ル  

緑 区 台 村 町  

 309 番 地 の

１  

よ こ は ま プ ー ル サ

ポ ー タ ー ズ  

代 表 者  

株 式 会 社 ウ エ ル ネ

ス サ ポ ー ト  

代 表 取 締 役 社 長  

 青  木  達  郎  

 同  
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横 浜 市 公 告 第  114 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   ミ オ カ  

   港 南 区 上 大 岡 西 一 丁 目 18 番 ３ 号  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に  

  法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   リ ス ト 株 式 会 社  

    代 表 取 締 役  北  見  尚  之  

   中 区 尾 上 町 ４ 丁 目 47 番 地  

 (3)  変 更 し た 事 項  

 変 更 し た 事 項    変  更  前      変  更  後    

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名  

株 式 会 社 ニ ュ ー ・ ク

イ ッ ク  

代 表 取 締 役  

 清  水  富 士 雄  

藤 沢 市 辻 堂 ２ 丁 目 ７

番 １ 号  

ほ か 31 者  

未 定  

ほ か 24 者  

 (4)  変 更 の 年 月 日  

   令 和 ５ 年 10 月 29 日 ほ か  

 (5)  変 更 し た 理 由  

   小 売 業 者 の 退 店 の た め  ほ か  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ２ 月 16 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課
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横 浜 市 公 告 第  115 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 廃 止 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 ５ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 廃 止 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

  独 立 行 政 法 人 都 市 再 生 機 構  西 ひ か り が 丘 団 地 中 心 施 設  

  旭 区 上 白 根 町  891 番 地  

２  大 規 模 小 売 店 舗 を 廃 止 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法

人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

  独 立 行 政 法 人 都 市 再 生 機 構 東 日 本 賃 貸 住 宅 本 部  

   本 部 長  倉  上  卓  也  

  東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 ６ 丁 目 ５ 番 １ 号  

３  大 規 模 小 売 店 舗 内 の 廃 止 前 の 店 舗 面 積 の 合 計  

   1,436 ㎡  

４  大 規 模 小 売 店 舗 内 の 廃 止 後 の 店 舗 面 積 の 合 計  

   757 ㎡  

５  大 規 模 小 売 店 舗 内 の 店 舗 面 積 の 合 計 が  1,000 平 方 メ ー ト ル 以 下

と な る 日  

  令 和 ６ 年 ２ 月 20 日  

６  変 更 す る 理 由  

  テ ナ ン ト 入 れ 替 え に よ り 、 物 販 店 舗 面 積 が  1,000 平 方 メ ー ト ル

を 下 回 っ た た め  

７  届 出 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ２ 月 19 日  
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横 浜 市 公 告 第  116 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の 土 地 の 区 域 を 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当

該 土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な

い 区 域 と し て 指 定 す る 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  鶴 見 区 安 善 町 一 丁 目 ２ 番 の １ 、 ２ 番 の ７ 及 び ３ 番 の １ の 各 一 部

並 び に ３ 番 の ３  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  鉛 及 び そ の 化 合 物  
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横 浜 市 公 告 第  117 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の 土 地 の 区 域 を 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当

該 土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な

い 区 域 と し て 指 定 す る 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  緑 区 三 保 町  2,076 番 の ３ の 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  水 銀 及 び そ の 化 合 物  
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横 浜 市 公 告 第  118 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 の  

   一 部 の 解 除  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 （ 令 和

５ 年 10 月 横 浜 市 公 告 第  605 号 ） に よ り 指 定 し た 区 域 の 一 部 の 指 定 を

解 除 す る 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  解 除 す る 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  戸 塚 区 前 田 町 字 阿 ら す  100 番 の ２ 及 び 字 そ う じ 前  140 番 の １ の

各 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物 、 鉛 及 び そ の 化 合 物  

３  土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  鉛 及 び そ の 化 合 物  

４  講 じ ら れ た 汚 染 の 除 去 等 の 措 置  

  基 準 不 適 合 土 壌 の 掘 削 に よ る 除 去  
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横 浜 市 公 告 第  119 号  

   公 園 の 区 域 の 変 更  

 横 浜 市 公 園 条 例 （ 昭 和 33 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 11 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 園 の 区 域 を 変 更 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 環 境 創 造 局 公 園 緑 地 部 公 園 緑 地 管 理 課 に

お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

公 園 の 名 称  位  置  変 更 に 係

る 区 域  

面    積  変 更 年 月

日  新  旧  

白 山 西 台 公

園  

緑 区 白 山

四 丁 目 69

番  

別 図 の と

お り  

 2,994 ㎡   2,903 ㎡  令 和 ６ 年  

３ 月 ５ 日  

 別 図 （ 省 略 ）  
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横 浜 市 公 告 第  120 号  

   排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 指 定 申 請 の 受 付  

 横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 11 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号

） 第 ２ 条 に 規 定 す る 排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 指 定 申 請 を 次 の と お り 受

け 付 け る 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  受 付 時 期 及 び 指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ４ 月 12 日 ま で 受 付 分 （ 令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 指 定 ）  

  令 和 ６ 年 ７ 月 12 日 ま で 受 付 分 （ 令 和 ６ 年 ９ 月 １ 日 指 定 ）  

  令 和 ６ 年 10 月 11 日 ま で 受 付 分 （ 令 和 ６ 年 12 月 １ 日 指 定 ）  

  令 和 ７ 年 １ 月 17 日 ま で 受 付 分 （ 令 和 ７ 年 ３ 月 １ 日 指 定 ）  

２  受 付 方 法  

  受 付 先 の 窓 口 へ 持 参  

３  受 付 先  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 環 境 創 造 局 下 水 道 管 路 部 管 路 保 全 課  

４  指 定 申 請 書 に 添 付 す る 書 類  

 (1)  登 記 事 項 証 明 書 （ 法 人 の 場 合 ）  

 (2)  定 款 又 は 寄 附 行 為 の 写 し （ 法 人 の 場 合 ）  

 (3)  登 記 さ れ て い な い こ と の 証 明 書 （ 代 表 者 の も の ）  

 (4)  身 分 証 明 書 （ 代 表 者 の も の ）  

 (5)  住 民 票 の 写 し 又 は 住 民 票 記 載 事 項 証 明 書 （ 代 表 者 の も の ）  

 (6)  専 属 す る 排 水 設 備 工 事 責 任 技 術 者 の 神 奈 川 県 下 水 道 協 会 が 交

付 し た 下 水 道 排 水 設 備 工 事 責 任 技 術 者 合 格 証 又 は 修 了 証 の い ず

れ か の 写 し （ 有 効 期 間 内 の も の に 限 る 。 ）  

 (7)  専 属 す る 排 水 設 備 工 事 責 任 技 術 者 の 雇 用 関 係 を 証 す る 書 類 の  

  写 し  

 (8)  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

５  問 合 せ 先  

  横 浜 市 環 境 創 造 局 下 水 道 管 路 部 管 路 保 全 課  
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横 浜 市 公 告 第  121 号  

   排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 指 定  

 横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 11 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号  

） に 規 定 す る 排 水 設 備 指 定 工 事 店 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  排 水 設 備 指 定 工 事 店  

指 定  

番 号  

名   称   代 表 者 氏 名    営 業 所 所 在 地  

30646  株 式 会 社 キ ャ プ

テ ィ エ ン ジ ニ ア

リ ン グ  

高  尾  計  児  神 奈 川 区 守 屋 町 三 丁 目

９ 番 地 の 13  

30647  バ ブ ル ス 株 式 会

社  

糟  谷  次  郎  平 塚 市 田 村 ３ 丁 目 1,81  

9 番 地 の １  

30648  株 式 会 社 小 野 塚

設 備  

小 野 塚    諭  川 崎 市 宮 前 区 馬 絹 ５ 丁

目 １ 番 24 号  

11753  株 式 会 社 コ ウ セ

イ  

加  藤    強  青 葉 区 鉄 町  1.880 番 地

の １  

２  指 定 有 効 期 間  

  令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日 か ら 令 和 10 年 10 月 31 日 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  122 号  

   建 築 協 定 に 加 わ る 意 思 の 表 示  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 75 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 西 柴 団 地 自 治 会 地 区 建 築 協 定 に 加 わ る 意 思 の 表 示 が あ っ た

。  

 そ の 建 築 協 定 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課 に お い て

一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  
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横 浜 市 公 告 第  123 号  

   建 築 協 定 認 可 に 係 る 建 築 協 定 書 の 縦 覧 及 び 公 開 に よ る 意  

   見 の 聴 取 の 開 催  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 70 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 六 角 橋 １ 丁 目 31 、 32 建 築 協 定 の 認 可 申 請 が あ っ た の で 、 次 の と

お り 、 同 法 第 71 条 の 規 定 に 基 づ き 関 係 人 の 縦 覧 に 供 す る と と も に 、

同 法 第 72 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 を 行 う 。  

 こ の 公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 に 出 席 し て 意 見 を 述 べ た い 者 は 、 縦 覧

期 間 満 了 の 日 ま で に 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課 に 申 し 出 な

け れ ば な ら な い 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  縦 覧 期 間  

  令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日 か ら 令 和 ６ 年 ４ 月 ２ 日 ま で  

２  縦 覧 場 所  

  横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

３  縦 覧 時 間  

  午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で  

４  公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 の 期 日  

  令 和 ６ 年 ４ 月 ５ 日 午 後 ２ 時 00 分  

５  公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 の 場 所  

  神 奈 川 区 区 役 所  本 館 地 下 １ 階  機 能 訓 練 室 ・ 研 究 室  

  神 奈 川 区 広 台 太 田 町 ３ 番 地 の ８  
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横 浜 市 公 告 第  124 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  平 成 28 年 ６ 月 30 日 第 28 開  101 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 ６ 丁 目 ５ 番 １ 号  

  独 立 行 政 法 人 都 市 再 生 機 構 東 日 本 都 市 再 生 本 部  

   本 部 長  中  山  靖  史  

  東 京 都 千 代 田 区 飯 田 橋 ３ 丁 目 13 番 １ 号  

  大 和 ハ ウ ス 工 業 株 式 会 社  

   支 配 人  更  科  雅  俊  

  東 京 都 中 央 区 八 重 洲 １ 丁 目 ９ 番 ９ 号  

  東 京 建 物 株 式 会 社   

   代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員  野  村    均  

  東 京 都 中 央 区 銀 座 ６ 丁 目 ２ 番 １ 号  

  三 信 住 建 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  信  田  博  幸  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  鶴 見 区 岸 谷 三 丁 目  1,613 番 の ５ 及 び  1,613 番 の ６ 、 岸 谷 四 丁 目  

 1,412 番 の １ 、  1,412 番 の ２ 、  1,412 番 の ４ 、  1,412 番 の ６ 、 1,  

412 番 の ７ 、  1,412 番 の ９ 及 び  1,412 番 の 19 か ら  1,412 番 の 36 ま

で 並 び に 鶴 見 一 丁 目 １ 番 の ３ 、 １ 番 の 34 か ら １ 番 の 47 ま で 、 ２ 番

の ５ か ら ２ 番 の 11 ま で 、 ４ 番 の ２ 、 ４ 番 の ４ か ら ４ 番 の ８ ま で 、

23 番 の １ 、 23 番 の ２ 、 23 番 の ４ 、 23 番 の ８ か ら 23 番 の 11 ま で 、 28

番 の ２ 、  1,408 番 の １ 、  1,408 番 の ６ 、  1,408 番 の 15 、  1,408 番

の 16 、  1,409 番 の ４ の 一 部 、  1,410 番 の １ 、  1,410 番 の 14 、 1,41  

0 番 の 16 か ら  1,410 番 の 19 ま で 、  2,037 番 の 48 及 び  2,037 番 の 65  
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横 浜 市 公 告 第  125 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ４ 年 ７ 月 19 日 第 2022 開 1708 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  東 京 都 千 代 田 区 飯 田 橋 ３ 丁 目 ３ 番 ７ 号  

  セ ン ト ラ ル 総 合 開 発 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  田  中  洋  一  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  青 葉 区 荏 田 西 一 丁 目 ７ 番 の １  
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横 浜 市 公 告 第  126 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ４ 年 ９ 月 22 日 第 2022 開 1711 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  東 京 都 練 馬 区 石 神 井 町 ２ 丁 目 26 番 11 号  

  一 建 設 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  堀  口  忠  美  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  青 葉 区 柿 の 木 台 38 番 の ３ 及 び 38 番 の ４  
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横 浜 市 公 告 第  127 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ４ 年 12 月 23 日 第 2022 開 1119 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  港 北 区 新 横 浜 二 丁 目 ６ 番 地 の 13  

  一 般 社 団 法 人 楽 じ ゅ 苑  

   代 表 理 事  加  藤  洋  一  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  港 北 区 大 豆 戸 町 73 番 の １ 、 73 番 の ６ 、 89 番 の １ 、 89 番 の ３ 及 び

89 番 の ７  
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横 浜 市 公 告 第  128 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 １ 月 25 日 第 2022 開 1308 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  藤 沢 市 大 鋸 １ 丁 目 ５ 番 ３ 号  

  株 式 会 社 ミ ツ ノ  

   代 表 取 締 役  三  觜  忠  彦  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  戸 塚 区 深 谷 町  623 番 の  109 の 一 部 、  667 番 の 31 、  667 番 の 65 及

び  667 番 の  122 か ら  667 番 の  124 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  129 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 ６ 月 23 日 第 2023 開 1304 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  青 葉 区 新 石 川 二 丁 目 ４ 番 地 の 12  

  さ く ら 地 所 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  白  井  重  雄  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  戸 塚 区 上 矢 部 町  2,175 番 の ７ 、  2,175 番 の ９ 、  2,175 番 の 25 、  

 2,175 番 の 31 、  2,177 番 の 15 、  2,177 番 の 26 、  2,181 番 の 10 、 2,  

182 番 の ６ 、  2,182 番 の ７ 、  2,183 番 の １ 、  2,183 番 の ２ 、 2,18  

3 番 の ５ 及 び  2,187 番 の １  
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横 浜 市 公 告 第  130 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 ７ 月 ５ 日 第 2023 開 1704 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  戸 塚 区 矢 部 町 １ 番 地 の 29  

  株 式 会 社 横 浜 建 物  

   代 表 取 締 役  小  林  東 太 郎  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  青 葉 区 あ か ね 台 一 丁 目 ７ 番 の 34 か ら ７ 番 の 38 ま で 及 び ７ 番 の 71  
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横 浜 市 公 告 第  131 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 11 月 24 日 第 2023 開 1408 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  東 京 都 西 東 京 市 芝 久 保 町 ４ 丁 目 26 番 ３ 号  

  株 式 会 社 東 栄 住 宅  

   代 表 取 締 役  佐  藤  千  尋  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  瀬 谷 区 中 屋 敷 一 丁 目 １ 番 の 11 か ら １ 番 の 21 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  132 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2023 ・ ４ ・ ３ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ２ 月 21 日  

３  道 路 の 幅 員  

  5.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   24.19 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  中 区 小 港 町 １ 丁 目 11 番 の ４  

６  申 請 者 の 氏 名  

  株 式 会 社 Ｉ Ｃ Ｓ  

   代 表 取 締 役  池  永  辰  雄  
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横 浜 市 公 告 第  133 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2023 ・ ８ ・ ７ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ２ 月 14 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   24.31 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  旭 区 今 宿 東 町  539 番 の ８  

６  申 請 者 の 氏 名  

  住 宅 情 報 館 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  黒  羽  秀  朗  
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横 浜 市 公 告 第  134 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  指 定 番 号  

  第 2023 ・ 16 ・ ５ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ２ 月 19 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   23.48 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  泉 区 岡 津 町  173 番 の 10  

６  申 請 者 の 氏 名  

  弥 生 建 設 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  土  屋  啓  一  
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横 浜 市 公 告 第  135 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ４ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

道 路 の 番

号 及 び 路

線 名  

廃 止 年 月

日  

道 路 の 幅

員  

道 路 の 延

長  

指 定 の 場 所  備 考  

起 点  終 点  

県 道 東 京

丸 子 横 浜

線  

令 和 ６ 年

３ 月 ５ 日  

   ｍ  

16.5  

   ｍ  

約 67.4  

港 北 区

綱 島 東

一 丁 目  

港 北 区

綱 島 東

一 丁 目  

 ―  

市 道 綱 島

第 155 号  

令 和 ６ 年

３ 月 ５ 日  

   ｍ

15.0  

   ｍ  

約 40.9  

港 北 区

綱 島 東

一 丁 目  

港 北 区

綱 島 東

一 丁 目  

 ―  

市 道 綱 島

第 375 号  

令 和 ６ 年

３ 月 ５ 日  

   ｍ  

約 21.1 ～

約 34.8  

   ｍ  

約 60.3  

港 北 区

綱 島 東

一 丁 目  

港 北 区

綱 島 東

一 丁 目  

 ―  
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横 浜 市 公 告 第  136 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 40 ・  100 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ２ 月 14 日  

３  廃 止 す る 道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ 及 び 6.00 ｍ  

４  廃 止 す る 道 路 の 延 長  

   203.00 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  旭 区 白 根 六 丁 目  547 番 の １ の 一 部  
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横 浜 市 公 告 第  137 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 42 ・ 12 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ２ 月 19 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  6.50 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   167.58 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  港 北 区 下 田 町 三 丁 目  399 番 の 43 地 先 か ら  448 番 の ２ 地 先 ま で 及

び  399 番 の 58 地 先 か ら  399 番 の 60 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  138 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ

く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ２ 月 13 日  

２  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.00 ｍ  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

  7.43 ｍ  

４  廃 止 の 場 所  

  中 区 本 牧 間 門 28 番 の ６ 及 び 28 番 の 17 の 各 一 部 並 び に 28 番 の 22  
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横 浜 市 公 告 第  139 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ

く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ２ 月 15 日  

２  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.00 ｍ  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   22.15 ｍ  

４  廃 止 の 場 所  

  港 南 区 東 芹 が 谷  2,187 番 の ６ の 一 部  
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横 浜 市 公 告 第  140 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ

く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ２ 月 19 日  

２  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.00 ｍ  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

  2.98 ｍ  

４  廃 止 の 場 所  

  泉 区 中 田 北 一 丁 目  2,419 番 の ２ の 一 部  
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横 浜 市 公 告 第  141 号  

   土 地 区 画 整 理 組 合 の 事 業 計 画 変 更 の 認 可  

 土 地 区 画 整 理 法 （ 昭 和 29 年 法 律 第  119 号 ） 第 39 条 第 １ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 土 地 区 画 整 理 組 合 の 事 業 計 画 の 変 更 を 次 の と お り 認 可 し た

。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  組 合 の 名 称  

  泉 ゆ め が 丘 土 地 区 画 整 理 組 合  

２  事 業 施 行 期 間  

  平 成 26 年 ８ 月 15 日 か ら 令 和 ７ 年 ３ 月 31 日 ま で  

３  施 行 地 区  

  泉 区 下 飯 田 町 、 和 泉 町 及 び 和 泉 中 央 南 五 丁 目 の 各 一 部  

４  事 務 所 の 所 在 地  

  泉 区 和 泉 町  3,243 番 地 の １  

５  設 立 認 可 年 月 日  

  平 成 26 年 ８ 月 15 日  

６  変 更 認 可 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  
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横 浜 市 公 告 第  142 号  

   泉 ゆ め が 丘 土 地 区 画 整 理 組 合 の 事 業 計 画 変 更 の 認 可 に 係    

   る 関 係 図 書 の 縦 覧  

 土 地 区 画 整 理 法 （ 昭 和 29 年 法 律 第  119 号 ） 第 39 条 第 ４ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 泉 ゆ め が 丘 土 地 区 画 整 理 組 合 の 事 業 計 画 に つ い て 変 更 認 可

の 公 告 を し た の で 、 同 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 21 条 第 ６ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 都 市 整 備 局 市 街 地 整 備 部 市 街 地 整 備 推 進 課        

２  縦 覧 時 間  

  午 前 ８ 時 45 分 か ら 午 後 ５ 時 15 分 ま で （ た だ し 、 土 曜 日 、 日 曜 日

及 び 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 23 年 法 律 第  178 号 ） に 規 定 す

る 休 日 並 び に 12 月 29 日 か ら 翌 年 の １ 月 ３ 日 ま で を 除 く 。 ）     
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横 浜 市 公 告 第  143 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 事 業 新 綱 島 駅 周 辺 地 区 土 地 区 画 整 理 事  

   業 の 事 業 計 画 変 更 の 決 定  

 横 浜 国 際 港 都 建 設 事 業 新 綱 島 駅 周 辺 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 の 事 業

計 画 を 次 の と お り 変 更 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 土 地 区 画 整 理 法 （ 昭 和 29 年 法 律 第  119 号 ） 第 55

条 第 10 項 の 規 定 に よ り 、 横 浜 市 都 市 整 備 局 市 街 地 整 備 部 綱 島 駅 東 口

周 辺 開 発 事 務 所 に お い て 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  土 地 区 画 整 理 事 業 の 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 事 業 新 綱 島 駅 周 辺 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業  

２  施 行 者 の 名 称  

  横 浜 市  

３  施 行 地 区  

  港 北 区 綱 島 東 一 丁 目 及 び 綱 島 東 二 丁 目 の 各 一 部  

４  事 業 施 行 期 間  

  平 成 29 年 ２ 月 15 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 31 日 ま で  

５  事 務 所 の 所 在 地  

  港 北 区 綱 島 西 一 丁 目 ８ 番 ９ －  501 号  

６  事 業 計 画 決 定 年 月 日  

  平 成 29 年 ２ 月 15 日  

７  事 業 計 画 変 更 年 月 日  

  令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

８  縦 覧 時 間  

  午 前 ８ 時 45 分 か ら 午 後 ５ 時 15 分 ま で （ た だ し 、 土 曜 日 、 日 曜 日

及 び 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 23 年 法 律 第  178 号 ） に 規 定 す

る 休 日 並 び に 12 月 29 日 か ら 翌 年 の １ 月 ３ 日 ま で を 除 く 。 ）  
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達  

 

達 第 ２ 号  

                         庁 中 一 般  

 横 浜 市 危 機 管 理 推 進 会 議 設 置 運 営 規 程 を 次 の と お り 定 め る 。  

   令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

   横 浜 市 危 機 管 理 推 進 会 議 設 置 運 営 規 程  

 横 浜 市 危 機 管 理 推 進 会 議 設 置 規 程 （ 平 成 ９ 年 ３ 月 達 第 ２ 号 ） の 全

部 を 改 正 す る 。  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、 危 機 管 理 推 進 会 議 （ 以 下 「 会 議 」 と い う 。 ）

の 設 置 及 び 運 営 に つ い て 定 め る 。  

 （ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 規 程 に お け る 用 語 の 定 義 は 、 次 の 各 号 と す る 。  

 (1)  危 機  市 民 の 生 命 、 身 体 及 び 財 産 に 重 大 な 被 害 を 及 ぼ す 事 態

又 は 及 ぼ す お そ れ が あ る 事 態 で あ り 、 か つ 社 会 的 な 影 響 の 大 き

い 事 態 を い う 。 こ の 規 程 に お い て は 、 次 に 掲 げ る ア か ら エ ま で

に 大 別 す る 。  

  ア  災 害  災 害 対 策 基 本 法 （ 昭 和 36 年 法 律 第  223 号 ） 第 ２ 条 第

１ 項 で 定 め る 「 災 害 」 を い う 。  

  イ  武 力 攻 撃 等  武 力 攻 撃 事 態 等 及 び 存 立 危 機 事 態 に お け る 我

が 国 の 平 和 と 独 立 並 び に 国 及 び 国 民 の 安 全 の 確 保 に 関 す る 法

律 ( 平 成 15 年 法 律 第 79 号 ) （ 以 下 「 事 態 対 処 法 」 と い う 。 ）

第 ２ 条 第 ２ 号 で 定 め る 「 武 力 攻 撃 事 態 」 及 び 第 ３ 号 で 定 め る

「 武 力 攻 撃 予 測 事 態 」 を い う 。  

  ウ  緊 急 対 処 事 態  事 態 対 処 法 第 22 条 第 １ 項 で 定 め る 「 緊 急 対

処 事 態 」 を い う 。  

  エ  事 件 等 の 緊 急 事 態  前 ア か ら ウ ま で 以 外 の 危 機 で 、 そ の 及

ぼ す 被 害 の 程 度 が 前 第 ア か ら ウ ま で に 相 当 す る も の を い う 。  

 (2)  危 機 管 理  市 民 の 生 命 、 身 体 及 び 財 産 の 安 全 を 確 保 す る こ と

を 目 的 と し て 、 危 機 の 発 生 を 防 止 し 、 危 機 発 生 時 に お い て は 、

被 害 等 を 軽 減 す る と と も に 、 危 機 を 収 拾 し て 社 会 秩 序 の 保 全 を

図 り 、 そ の 後 、 市 民 生 活 を 平 常 に 回 復 さ せ る こ と を い う 。   

 (3)  区 局   

  ア  区  区 の 設 置 並 び に 区 の 事 務 所 の 位 置 、 名 称 及 び 所 管 区 域

を 定 め る 条 例 （ 昭 和 34 年 ３ 月 14 日 横 浜 市 条 例 第 １ 号 ） に 定 め

る 区 を い う 。  

  イ  局  横 浜 市 事 務 分 掌 条 例 （ 昭 和 26 年 10 月 横 浜 市 条 例 第 44 号
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） に 定 め る 統 括 本 部 及 び 局 、 消 防 局 、 水 道 局 、 交 通 局 、 医 療

局 病 院 経 営 本 部 、 会 計 室 、 教 育 委 員 会 事 務 局 、 選 挙 管 理 委 員

会 事 務 局 、 人 事 委 員 会 事 務 局 、 監 査 事 務 局 及 び 議 会 局 を い う

。  

 （ 所 掌 事 務 ）  

第 ３ 条  会 議 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を 所 掌 す る 。  

 (1)  危 機 管 理 の 基 本 方 針 に 関 す る こ と  

 (2)  危 機 に 対 処 す る た め の 総 合 的 な 計 画 に 関 す る こ と  

 (3)  前 ２ 号 に 定 め る も の の ほ か 、 危 機 管 理 の 推 進 に 資 す る と 認 め

る こ と  

 （ 組 織 ）  

第 ４ 条  会 議 は 、 議 長 、 副 議 長 及 び 委 員 を も っ て 組 織 す る 。  

２  議 長 は 、 市 長 を も っ て 充 て る 。  

３  副 議 長 は 、 副 市 長 及 び 危 機 管 理 監 を も っ て 充 て る 。  

４  委 員 は 、 技 監 、 区 長 、 局 長 及 び そ の 他 市 長 が 指 定 す る 職 員 を も

っ て 充 て る 。  

 （ 運 営 ）  

第 ５ 条  会 議 は 、 議 長 が 必 要 と 認 め る 場 合 に 招 集 す る 。  

２  会 議 は 、 委 員 の 半 数 以 上 の 出 席 を も っ て 開 催 す る 。  

３  会 議 の 議 事 は 出 席 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 議 長

の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

４  委 員 は 、 や む を 得 な い 事 情 に よ り 会 議 に 出 席 で き な い と き は 、

代 理 者 を 出 席 さ せ る こ と が で き る 。  

５  会 議 の 進 行 は 、 議 長 又 は 議 長 が あ ら か じ め 指 定 す る 者 が 行 う 。  

 （ 副 議 長 の 役 割 ）  

第 ６ 条  副 議 長 は 、 議 長 を 補 佐 し 、 次 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 議 長

の 職 務 を 代 理 す る 。  

 (1)  議 長 が 欠 け た と き 又 は 議 長 に 事 故 が あ る と き  

 (2)  会 議 の 議 事 が 次 に 該 当 し 、 議 長 が 認 め る と き  

  ア  以 前 の 会 議 又 は 他 の 場 に お い て 方 針 決 定 済 み の 事 項 に 係 る

審 議  

  イ  法 改 正 等 に 伴 う 形 式 的 な 審 議  

  ウ  報 告 事 項  

２  前 項 に 定 め る 副 議 長 に よ る 代 理 順 位 は 、 次 の と お り と す る 。  

 第 １ 順 位  副 市 長  

 第 ２ 順 位  危 機 管 理 監  

 （ 幹 事 会 ）  

第 ７ 条  会 議 に 幹 事 会 を 置 く こ と が で き る 。  

２  幹 事 会 は 、 会 議 か ら の 指 示 事 項 を 審 議 す る ほ か 、 会 議 の 審 議 に

付 す べ き 事 項 に つ い て の 調 整 を 行 う も の と す る 。  
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３  幹 事 会 は 、 議 長 が 指 定 す る 職 員 を も っ て 組 織 す る 。  

４  幹 事 会 に は 幹 事 長 を 置 き 、 総 務 局 危 機 管 理 室 長 を も っ て 充 て る  

 。  

５  幹 事 長 は 、 第 ２ 項 に 規 定 す る 審 議 の 結 果 に つ い て 、 必 要 と 認 め

る も の を 次 の 推 進 会 議 に 報 告 す る 。 た だ し 、 次 の 会 議 の 日 時 が 定

ま っ て い な い 場 合 は 、 速 や か に 書 面 に よ り 委 員 に 報 告 す る 。  

 （ 専 門 部 会 ）  

第 ８ 条  会 議 に 専 門 部 会 を 置 く こ と が で き る 。  

２  専 門 部 会 は 、 会 議 か ら の 指 示 事 項 又 は 会 議 の 審 議 に 付 す べ き 事

項 に つ い て の 調 査 及 び 検 討 を 行 う も の と す る 。  

３  専 門 部 会 は 、 議 長 が 指 定 す る 職 員 を も っ て 組 織 す る 。  

４  専 門 部 会 に は 部 会 長 を 置 き 、 議 長 が 指 定 す る 職 員 を も っ て 充 て

る 。  

５  部 会 長 は 、 第 ２ 項 に 規 定 す る 調 査 及 び 検 討 の 結 果 に つ い て 、 必

要 と 認 め る も の を 次 の 推 進 会 議 に 報 告 す る 。 た だ し 、 次 の 会 議 の

日 時 が 定 ま っ て い な い 場 合 は 、 速 や か に 書 面 に よ り 委 員 に 報 告 す

る 。  

 （ 関 係 者 の 出 席 等 ）  

第 ９ 条  議 長 、 幹 事 長 又 は 部 会 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、

会 議 、 幹 事 会 又 は 専 門 部 会 に 危 機 管 理 に つ い て 学 識 経 験 を 有 す る

者 又 は 関 係 機 関 等 の 職 員 の 出 席 を 求 め 、 そ の 意 見 又 は 説 明 を 聴 く

こ と が で き る 。  

 （ 運 営 の 例 外 ）  

第 10 条  会 議 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 は 、 書 面 に よ る 審 議 又 は 報 告 と す

る こ と が で き る 。  

 (1)  第 ６ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 該 当 す る 場 合  

 (2)  そ の 他 議 長 が 必 要 と 認 め る と き  

 （ 庶 務 ）  

第 11 条  会 議 の 庶 務 は 、 総 務 局 危 機 管 理 室 に お い て 処 理 す る 。  

 （ 委 任 ）  

第 12 条  こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る  

 。  

   附  則  

 こ の 達 は 、 令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日 か ら 施 行 す る 。  
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区 告 示  

 

泉 区 告 示 第 １ 号 （ 令 和 ６ 年 ２ 月 21 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 双 葉 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ２ 月 21 日  

               横 浜 市 泉 区 長  山  口    賢  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

矢  萩  芳  行  

泉 区 中 田 西 二 丁 目 30

番 15 号  

五 十 嵐  芳  男  

泉 区 中 田 西 二 丁 目 28

番 58 号  
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泉 区 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ６ 年 ２ 月 21 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 双 葉 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 ２ 月 21 日  

               横 浜 市 泉 区 長  山  口    賢  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

五 十 嵐  芳  男  

泉 区 中 田 西 二 丁 目 28

番 58 号  

南  川  賢  治  

泉 区 中 田 西 二 丁 目 28

番 64 号  
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区 公 告  

 

神 奈 川 区 公 告 第 12 号 （ 令 和 ６ 年 ２ 月 14 日 掲 示 済 ）  

   自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 の 失 効  

 次 の 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 は 、 失 効 し た の で 公 告 す る 。  

   令 和 ６ 年 ２ 月 14 日  

             横 浜 市 神 奈 川 区 長  日 比 野  政  芳   

自 動 車 臨 時 運  

行 許 可 番 号 標  

失 効 年 月 日  

横  

 74 － 50  

浜  

   横 浜  

令 和 ５ 年 11 月 27 日  

 

 




